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舞台美術センター総合管理業務仕様書 

 

 この仕様書は、舞台美術センターにおける電気・機械設備等の「総合設備管

理業務」、機械警備・巡回警備の「警備保安業務」、舞台備品搬出入時のクレ

ーン操作等を行う「保管システム管理運転業務」の範囲及び基準を定めたもの

である。 

 

共通仕様 

１． 業務従事者は、業務を行うにあたり、関係法令及び安全基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２． 業務従事者は、業務中に知り得た委託者の秘密を漏洩し、他の目的に使用し

てはならない。 

３． 業務従事者は、来館者に常に親切、丁寧に対応し、迅速適切な案内を行い、

明朗公平を心掛け、清潔な服装をし、来館者に不快感を与えてはならない。 

４． 業務従事者は、機器、展示品等の安全保持と危険防止及び盗難、汚損防止等

の事故防止に努めると共に、火災等に万全の注意をはらうものとする。 

５． 業務従事者は、機器、展示品等の異常については、速やかに公益財団法人新

国立劇場運営財団の担当職員に報告し、その指示を受けるものとする。   

６． 業務従事者は、舞台美術センターの施設、設備について、常に清潔に保ち、

火気の使用については特に留意するものとする。また、電気、水道、ガス等の

使用にあたっては効率と節約に十分配慮するものとする。 

７． 受託者が提出する「業務従事者名簿」には、氏名、年齢、資格、略歴等及び

業務責任者を明示すること。 

８． 受託者は毎月、翌月の勤務割り振り表を提出すること。 

９． 受託者は、４月１日から円滑に業務が遂行できるよう、前年度受託者から、

落札後速やかに仕様書に記載された業務の引継ぎを受けるものとし、引継ぎが

完了した際には財団にその旨報告するものとする。 

   また、次年度受託者に対しても、同様に引き継ぐものとする。 

１０． その他、この仕様書に明示されていない軽微な事項については、担当職員の

指示に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 



                     

Ａ．総合設備管理業務   

 

１．管理基本事項 
 

（１） 管理基本方針 

① 舞台美術センターの具備する施設機能を十分に発揮できるよう設備等の性能、   

  運転状態を最適に管理・運営すること。  

② 舞台美術センターを利用するスタッフ、及び施設の運営に関与する職員等の快

適性、安全性、衛生等の確保を最適に図ること。 

③ 勤務体制は年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）、土、日、祝祭日を除く 

毎日とし、勤務時間は 9 時 30 分から 18 時 15 分までとする。この間、適時 45 

分間の休憩を取る。ただし、特別に業務を必要とする場合は臨機応変に対応す 

る。 

④ 緊急事態の発生に対して、迅速かつ的確に対処できる体制を兼備すること。 

⑤ 設備等の運転管理に要するエネルギー費、管理費等を適切に管理し、経済的な 

    維持管理を目指すこと。 

⑥ 設備等の中長期的視野に立った保全計画を策定し、その視野に立脚した日常 

    的維持管理を行うこと。 

⑦ 各種法令、基準等に準拠し、法で定められた点検等を確実に実施すること。 

⑧ 維持管理の実施結果を分析し、その範囲・手法等を定期的に見直し維持管理 

    の改善に努力すること。 

 

 

（２）管理体制の特徴 

① 委託者との一体的運営を可能とするため､設備等管理に関する知識と経験を豊 

  富に有する責任者を配置する。 

② 緊急時の対応に関して適正なマニュアルを定め、関連部署に徹底するとともに、 

  所轄公的機関（警察署、消防署、市役所、保健所等）との連携を綿密に維持す

る。 

③ 防犯等保安管理等の関連する管理体制との整合を十分配慮し、総合的かつ効率 

  的管理を実施する。 

④ 設備の維持管理に関して、電気・空調・衛生設備等専門別に分離することな 

く、一体的に管理する「総合設備管理」体制を構築する。また、メーカーの専 

門管理並びに法定点検等も包括した一元的管理も実施する。 

⑤ 設備等に関して長期保全計画を当初から立案し、設備診断、大規模改修、機 

器更新に関する予算措置、実施体制について計画する｡ 



                     

⑥ 「設備台帳」を作成し、運転管理データ並びに維持管理記録を蓄積し、事後 

の計画や見直しに活用する。 

⑦ 省エネルギー法に基づく各種データの収集、分析に協力すると共に、省エネル 

  ギーの維持管理を目指す。 

⑧ 舞台美術センターの防火管理業務は、設定された防火管理者によって行う。 

  本防火管理者は甲種防火管理講習を受講終了したものを選任する。 

 

（３）敷地面積及び建物の規模並びに用途 

① 敷地面積  ２６，３５５㎡ 

② 資料館  ：施設内容：舞台美術に関する資料の保管。 

            （ロビー、展示ホール、事務室、視聴覚室、資料保管庫） 

        構  造：鉄筋コンクリート造、３階 

        面  積：２，０２７㎡ 

③ 保管棟Ａ ：施設内容：全自動の収納システムを設置し、レパートリー公演 

            作品の舞台大道具等の保管を行う。 

        構  造：鉄骨造、１階 

          面  積：９９７㎡ 

④ 保管棟Ｂ ：施設内容：全自動の収納システムを設置し、レパートリー公演 

            作品の舞台大道具等の保管を行う。 

        構  造：鉄骨造、１階 

          面  積：９９７㎡ 

⑤ 美術工作棟：施設内容：レパートリー公演作品の舞台大道具等の小規模な修     

             繕を行う。（画工場、収納庫、研修室） 

        構  造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、３階 

          面  積：１，４６９㎡ 

⑥ 保管棟Ｃ ：施設内容：全自動の収納システムを設置し、レパートリー公演作       

品の舞台大道具等の保管を行う。 

      構  造：鉄骨造、１階 

      面  積：１，２１８㎡ 

⑦ 衣裳保管棟 ：施設内容：旅用シュテンダー、チュチュ箱等の保管を行う。 

          構  造：鉄骨造、３階 

          面  積：９８３㎡ 

    ⑧ あづまや   ：施設内要：来訪者の休憩用として使用する。 

          構  造：鉄骨造、１階 

          面  積：１３㎡ 

  ⑨保管棟Ｄ  ：施設内容：全自動の収納システムを設置し、レパートリー公演作       



                     

品の舞台大道具等の保管を行う。 

      構  造：鉄骨造、１階 

      面  積：１，９９７㎡ 

           

（４）管理対象設備 

    管理対象設備の種類、数量、設置場所及び業務等の範囲は、別に定める「〈付

表１〉管理対象設備表」によるほか、敷地内の外構設備（外灯他）を含む。 

 

（５）勤務体制 

    Ｂ．警備保安業務 ３．常駐警備 に準ずる。 

 

（６）建物使用日及び使用時間 

① 資料館   ：必要時の鍵の開け閉め等を行う。 

② 保管棟Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

：コンテナの舞台備品搬出入業務は、別に定める「Ｄ．保管シス

テム管理運転業務」による。 

③ 衣裳保管棟・美術工作棟 

：必要時の鍵の開け閉め等を行う。 

 

（７）総合設備管理業務の区分 

① 総括管理業務 

    業務内容は２．に定める。 

  ② 運転監視業務及び日常巡視点検業務 

    業務内容は３．に定める。 

③ 定期点検・測定・整備業務 

      業務内容は４．に定める。 

 

（８）責任者と法定技術責任者の常駐 

  ① 管理受託者は、電気主任技術者（３種以上）の資格を有する者を選出し、常に

対応できること。なお、責任者はこれを兼ねることができる。 

   ② 日常のクレーンによるコンテナの入出庫作業は通常自動運転であるが、Ａ，Ｂ

棟天井クレーンにおいては、手動による運転を行っているため、管理受託者は

クレーン操作の有資格者を選出し手動運転業務に対応できる態勢を採ること。 

 

 

 



                     

（９）電気主任技術者の指示及び責務 

  ① 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、

電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。 

② 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者とし

て選任する者がその保安のためにする指示に従う。 

③ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督の職務を誠実に行なうこと。  

 

（１０）管理業務の実施要領 

    別に定める「設備管理基準〈付表２〉」による。また、次に示す基準に準拠 

    するものとする。 

  ① 運転監視基準 

  ② 日常巡視点検基準 

  ③ 定期点検・測定・整備基準 

 

（１１）管理に必要な書類等 

    管理受託者は、委託者より管理に必要な書類等の引き渡しを受け、これを整 

    理・保管するものとする。 

（１２）管理用記録書類の作成及び保管 

    管理受託者は、管理用記録書類として、次の各号の書類を作成し、保管す 

    るものとする。 

  ① 台帳類 

② 計画・報告書 

③ 運転日誌、作業日誌類 

④ 点検記録等 

⑤ 整備・補修・事故記録等 

⑥ その他委託者の指示によるもの 

（１３）第三者被害等に対する賠償責任 

     管理受託者は、自己に起因する理由から、施設並びに施設利用者等に損害 

     を与えた場合は、その賠償をしなくてはならない。 

 

２．総括管理業務 

 

（１）計画立案業務 

    受託者は、管理業務を計画的に実施するために、次の計画書を作成し提出する。 

① 運転監視業務計画書 



                     

② 日常巡視点検業務計画書 

③ 年間及び月間の定期点検・測定・整備作成計画書 

④ 中長期保全計画書(配管・ダクト・配線類の診断、機器のオーバーホール、改

修、更新等について中長期的周期及び予算計画を委託者との協議により策定す

る） 

⑤ その他委託者が指示する計画書類 

 

（２）報告・連絡・調整業務  

    管理受託者は、管理業務の実施にあたって、以下の報告・連絡・調整等の業 

    務を行う。  

① 毎日の業務報告と警備報告の提出。 

② 運転監視及び日常点検等により発見した故障個所・要修理個所の報告及び意 

  見具申。 

③ 管理対象外の設備あるいは建築において、日常点検等により発見した異常に 

  関する報告及び意見具申。 

④ 管理報告書の定期的提出。 

⑤ 関係官公庁等への諸届け出業務の代行。 

⑥ 事故の発生及び非常時における緊急連絡。 

（３）記録の分析業務 

  管理受託者は、エネルギー使用量の他、運転・点検等に関して記録するととも 

に、記録資料を分析検討し、その結果を委託者に報告する。 

   

（４）立会業務 

① 官公庁の立会検査の場合は、管理受託者は原則として立ち会う。 

② 修理、改良工事等の場合は、新国立劇場運営財団と協議の上立ち会う。     

 

（５）その他の管理業務 

① 関係図面・図書類の整備保管 

② 改修等工事に伴う計画図面のチェックと工事完了後の施工図のチェックと時

系列的保管。 

③ 各設備機器の種類及び数量の確認並びに機器台帳の更新整備。 

④ 工具、器具及びその資産台帳の管理。 

⑤ 消耗品及び予備品の在庫管理。 

⑥ 事故の発生及び非常時の応急処置。  

⑦  施設見学者の対応。 

⑧ その他、委託者が指示する管理業務。 



                     

 

 

３．運転監視及び日常巡視点検業務 

 

運転監視及び日常巡視点検業務は次のとおりとする。 

 

（１）運転監視業務 

    運転及び監視業務は、「〈付表１〉管理対象設備表」に掲げる設備とする。 

    業務の内容は次のとおりとし、その細目は「〈付表２〉設備管理基準（１）運

転監視基準」によるものとする。業務の実施にあたっては、この建物における

管理基本方針を十分配慮して「運転監視業務計画書」を作成し、各設備機器を

適正に運転する。      

 

① 運転監視業務の内容 

   ｱ 電気設備の運転及び監視業務 

   ｲ 空気調和設備の運転及び監視業務 

   ｳ 給排水衛生設備の運転及び監視業務 

   ｴ 防災設備の操作及び監視業務 

   ｵ 保管システムの操作及び監視業務 

 

  ② 運転監視記録 

     運転監視業務の実施状況は、運転日誌等に記載する。 

 

（２）日常巡視点検業務 

    日常巡視点検業務の内容は次のとおりとする。 

    点検項目及び周期は「〈付表２〉設備管理基準（２）日常巡視点検基準」によ

るものとし、業務の実施にあたっては「日常巡視点検業務計画書」を作成して、

設備機器の正常な状態を確認する。 

  ① 日常巡視点検業務の内容 

ｱ 電気設備の巡視点検 

ｲ 空気調和設備の巡視点検 

ｳ 給排水衛生設備の巡視点検 

ｴ 防災設備等の巡視点検 

ｵ 環境衛生管理に関する巡視点検 

ｶ 保管システムの巡視点検 

 



                     

② 点検記録 

 日常巡視点検業務の実施結果は、別に定める各種点検記録表等に記載する。 

  

（３）応急処置及び小修理業務 

① 応急処置 

   設備機器等に故障又は異常を発見し、応急処置の必要があるときは、その 

   波及被害を防止するため、常備する工具類又は部品を用いて常駐管理要員 

   が処置する。その結果は直ちに、責任者を通じて委託者に報告するものと 

   する。 

② 小修理業務 

     設備機器の小修理業務は、常駐管理要員が常備する工具類を用い、日常業 

     務に支障をきたさない時間内で実施できる部品交換程度とする。 

 

 

（４）業務実施時間帯  

    各設備の運転監視及び日常巡視点検業務の実施時間帯については別に定める。 

 

（５）管理業務に必要な計測機器・工具類・保護具類 

    運転監視及び日常巡視点検業務に使用するための計測機器・工具類・保護具 

    類等の種類・数量は別に定めるものとし、その負担は管理受託者が負うものと

する。 

 

４．定期点検・測定・整備業務 

   

  定期点検・測定・整備業務の内容は次のとおりとし、各業務の作業項目及び周期 

  は「〈付表２〉設備管理基準（３）定期点検・測定・整備基準」によるものとする。 

  業務の実施にあたっては、年間・月間の「定期点検・測定・整備作業計画書」を 

  作成して実施するものとする。 

 

（１）法律に基づく定期点検・測定・整備業務 

    法律に基づくその他の定期点検・測定・整備業務については、その実施時期・ 

    周期・体制をあらかじめ委託者に届け承認を受け、その実施にあたっては日 

    程調整、立会調整、官公庁への報告等遺漏ないよう十分配慮する。また、そ 

    の結果については項目毎に記録を作成し、責任者を通じて委託者に報告す 

    るとともに、他の管理記録とは別に保管する。 

 



                     

（２）その他の定期点検・測定・整備業務 

① 自動制御装置等の定期点検保守業務 

② その他協議により定められた定期点検・測定・整備業務 

  

 

 

５．保管システム保守業務 

 

（１）方 針 

    保管システムは、常に搬出入可能な状態に管理してあることが必要であり、そ 

    のためには、定期点検保守業務や故障時の迅速な対応により修理等を実施し、 

    常に搬出入可能な状態に管理してあること。 

 

（２）機  器 

スタッカークレーン及び天井クレーンは管理棟Ａ・Ｂに各一基、天井クレーン

が管理棟Ｃ・Ｄに各一基設置。 

 

（３）点  検 

① 月例点検：スタッカークレーン、天井クレーン 

② 年次点検：スタッカークレーン、天井クレーン、ウエイト検査 

   

付 表 

  <図面>   案内図、構内配置図、施設概要 

 〈付表１〉管理対象設備表 

 〈付表２〉設備管理基準 

（１）運転監視基準 

（２）日常巡視点検基準 

（３）定期点検・測定・整備基準 

      （４）クレーン等点検整備チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 



                     

Ｂ．警備保安業務 

１．目的と概要 

    

   建築物の内外及びこれに付属する諸設備について、火災・盗難・破壊・災害等の

予防・発見・通報など施設の安全かつ円滑な管理運営に寄与することを目的とす

る。また、目的に沿うために、「警備保安計画書」を作成し、委託者の了承を受け

て実行する。昼間は常駐警備とし夜間は機械警備とする。 

 

２．機械警備 

 

   機械警備は年間を通じて１８時１５分から明朝９時３０分までの間とする。但し、 

年末年始の６日間及び資料館休館日は、機械警備とする。 

 機械警備の端末機器はレンタルとする。別紙機械警備機器配置図参照 

    

３．常駐警備 

  

勤務体制は年間を通じて行い、勤務時間は９時３０分から１８時１５分とし、そ

の間に適時４５分間の休憩をとる。但し、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）の６

日間及び長期の資料館休館日は機械警備とする。 

                   

     9:30            18:15 

機械警備 

 

常駐警備 

 

 

４．業務項目 

 

（１）業務方法 

① 常に火災・盗難・その他事故が発生することのないように十分注意すること。 

② 警備員は、巡回警備にあたり、あらかじめ決められた経路に沿って巡回し、必 

要以外の場所に立ち入らないこと。また、みだりに書類等に手を触れないこと 

等、必要以外の行為をしないこと。 

③ 警備服、靴等は受託者負担とし、常に服装は清潔に保つこと。 

④ 警備員は、常に姿勢・言葉づかい等に注意すること。 



                     

⑤ 巡回及び受付業務時、施設利用者への応対を適時行うこと｡ 

⑥ 受託者は、警備保安員の教育訓練を適時実施すること。 

⑦ 建物及び施設具備の備品等の破損を発見したときは、直ちに責任者に連絡し 

  てその指示に従うこと。 

⑧ 警備員の交代時には、業務内容の連絡・引継を十分に行い、業務に支障がな 

  いよう報告書を作成し、あらかじめ決められた責任者に報告・提出すること。 

 

（２）警備業務内容 

  ① 受付管理業務 

ｱ  鍵の管理 

ｲ  拾得物の保管と処置 

ｳ  重量物及び物品搬出入管理 

ｴ  来訪者の案内 

  ② 出入管理業務 

ｱ  各棟出入口の施錠確認 

ｲ  不法侵入者の発見 

  ③ 巡回警備業務 

ｱ  一定の順路を定め館内外の巡回 

ｲ  火災・盗難予防と発見、通報 

ｳ  照明及び設備、建物の状況確認 

ｴ  浸水、漏水の確認 

ｵ  放置物、不審物の発見と処置 

  ④ 駐車場管理業務 

ｱ  物品搬出入車輌の整理、誘導 

ｲ  関係者以外の駐車車輌の排除 

  ⑤ 緊急時対応 

ｱ  緊急事態発生時の対処及び関係各所への連絡 

ｲ  救急必要時の救急車手配 

ｳ  異常感知時の警察署への通報 

ｴ  不法侵入、盗難、挙動不審者発見時の（警察官と協力）適切な措置 

ｵ  火災発生時の初期消火と消防署への通報及び来館者の避難、誘導    

  ⑥ 監視、その他の業務 

ｱ  防災盤の監視 

ｲ  防火管理者等の設定と消防計画の作成 

ｳ  記録を要するものは所定の書式による記録保管 

 以上の各業務を確実に実施することのできる警備保安員を配置すること。 



                     

C．保管システム管理運転業務 

  

 新国立劇場の公演に使用するオペラ、バレエ、演劇等の舞台備品を管理保管し、ま

た、舞台美術センター保管棟に搬出入（舞台美術センターと、新国立劇場、東京港、横

浜港の間を必要時にコンテナ・トラックで搬送）する際の管理運転業務を行う。    

また、故障時の修理対応や定期点検等の対応を行い、常に搬出入可能な状態に管理する。   

 

１．年間搬出入コンテナ台数 

   年間約１２０回程度で、大小コンテナ約３００台程度の予定。 

２．コンテナ 1 台当たりの搬出入時間と作業時間 

   １回約２０分程度であり、多い日でも 1 日で終了する予定。作業時間は、基本的

には、９時３０分から１８時１５分間までの間であるが、車の都合や機械の故障

等による時間外の場合も対応するものとする。 

３．クレーン操作方法等     

   技術部等より指示されたコンテナ番号・配車計画に基づいて（磁気カード（運転

操作カード）を作成する。また、※消去）コンテナの搬出入業務を行う。実際の

操作については「舞台美術センター保管機器システム現地管理者操作仕様書」を

参照のこと。なお、操作は基本的には自動であるが、一部手動操作を行っている。 

４．クレーン機器の定期点検 

   定期点検については、法令に従って実施すること。また、「Ａ．総合設備管理業

務」を参照のこと。    

５．野積みのコンテナ等の対応 

   野積みのコンテナの搬出入時や舞台大道具の敷地内の設置作業時、及びその他の

敷地内外の作業等についても、必要な場合には立ち会うこと。  

６．搬出入のコンテナの変更 

   演目の変更、車輌の都合等により搬出入のコンテナの急な変更についても可能な

限り対応すること。 

７．保管棟搬出入システム等のトラブル対応 

   保管棟搬出入システム等に故障等が生じた場合は、早急に修理会社等へ連絡を取

り、復旧の処置をとり、常に搬出入可能な状態に管理すること。 

 

付 表 

   舞台美術センター保管機器システム現地管理者操作仕様書 



請 負 契 約 書 (案) 

 

 件  名  令和６年度～８年度新国立劇場舞台美術センター総合管理業務 

 

 請負金額  金○○，○○○，○○○円（消費税○，○○○，○○○円含む） 

 

 業務場所  千葉県銚子市豊里台１丁目１０４４番地外 

 

 上記の消費税額は、消費税法及び地方税法の規定に基づき算出したもので、請負代金

額に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

 

発注者 公益財団法人新国立劇場運営財団（以下「甲」という。）と請負者○○○

○○○○○（以下「乙」という。）との間において、上記の新国立劇場舞台美術センタ

ー総合管理業務（以下「管理業務」という。）について、上記の金額により、下記の条

項のとおり契約を締結する。 

 

第１条 乙は、別紙の仕様書に基づき、甲の管理業務を実施するものとする。 

第２条 契約期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

第３条 請負代金の支払いは、別紙「支払計画内訳表」によるものとする。 

第４条 乙が、管理業務を行うに当たっては、常に善良な管理者としての注意義務を、 

怠ってはならない。   

第５条 乙は、作業員の身元及び風紀・衛生・規律の維持に関して一切の責任を負う 

ものとする。 

第６条 乙は、業務遂行中に、故意又は重大な過失により、甲又は第三者に損害を与え 

たときは、その賠償の責に任ずるものとする。ただし、甲の責に帰する理由による場 

合の損害は、この限りではない。 

第７条 天災その他、甲・乙の責に帰することができない事由により、管理業務を行う 

ことができなかった場合は、乙は、その期間の請負金額を請求できないものとする。 

２ 乙は、乙の責により、管理業務を行うことができなかった場合は、乙は、その期間

の請負金額を請求できないものとする。 

３ 乙は、甲の責により、管理業務を行うことができなかった場合においても、甲か 

ら７日以上前に、管理業務を行うことができない旨の連絡を受けていたときは、乙は、 

その期間の請負金額を、請求できないものとする。 

４ 前項の期間の請負金額は、日割計算とする。 

第８条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務は、これを第三者に譲渡又は 

承継させてはならない。 



第９条 乙は、甲の承諾なくして、受託業務を第三者に委任し、又は請負わせては 

 ならない。 

第１０条 乙は、業務完了の月毎に業務完了報告書を公益財団法人新国立劇場運営財団

総務部施設課に送付するものとする。  

第１１条 請負代金は毎月払いとし、乙は、毎月請負代金の請求書を、その月の業務終 

 了後、公益財団法人新国立劇場運営財団総務部施設課に送付するものとする。 

第１２条 甲は、前条の適法な請求書を受理した日から３０日以内に、公益財団法人新

国立劇場運営財団総務部会計課より１回に支払うものとする。 

第１３条 乙は、業務上知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。 

第１４条 甲は、乙が下記の各号の一に該当すると認めるときは、この契約を解除す 

 ることができる。  

（１）契約期間中に、乙が甲の指示に従わないとき。 

（２）乙が、指示期間内に契約条項を履行しないとき、又は履行する見込みのない 

とき。 

第１５条 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有す

る者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む）が次の各号の一に該当する場合、

何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。 

（１) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的

勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）に属すると認められるとき 

（２) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

（３) 反社会的勢力を利用していると認められるとき 

（４) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められるとき 

（５) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（６) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、

または脅迫的言辞を用いたとき 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこ

れを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたと

きは、乙はその損害を賠償するものとする。 

第１６条 契約保証金は免除する。 

第１７条 乙は、業務従事者に乙の発行する身分証明書を携行させなければならない。 

２ 甲は、必要と認めたときは、業務従事者に対して身分証明書の提示を求めることが 

できる。 



第１８条 この契約について、甲・乙間に疑義が生じたときは、双方協議の上これを 

 解決するものとする。 

第１９条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・ 

 乙間において協議して定めるものとする。 

 

上記契約の成立を証するため、この契約書は２通作成し、甲・乙記名押印のうえ、  

各自１通を所持するものとする。 

  
  令和 ６年  月  日 

 

東京都渋谷区本町一丁目１番１号  

（甲）  公益財団法人新国立劇場運営財団 

理事長   銭 谷 眞 美 

 

 

(乙)                           


